
法
例
に
お
け
る
”
セ
ー
フ
・
ガ
ー
ド
”

　
　
　
－
国
際
養
子
縁
組
の
成
立
要
件
1

条
項
に
つ

い

て植
　
　
松

真
　
　
生

（179）法例における’セーフ・ガード’条項について

一
　
法
例
二
〇
条
一
項
は
「
養
子
縁
組
ハ
縁
組
ノ
当
時
ノ
養
親
ノ

本
国
法
二
依
ル
若
シ
養
子
ノ
本
国
法
ガ
養
子
縁
組
ノ
成
立
二
付
キ

養
子
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
承
諾
若
ク
ハ
同
意
又
ハ
公
ノ
機
関
ノ
許
可

其
他
ノ
処
分
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
件
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
要
件
ヲ
モ
備
フ

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぱ
、
養
親
の
本
国

法
に
加
え
て
、
養
子
の
本
国
法
を
一
部
重
複
的
に
適
用
す
る
こ
と

　
　
　
　
（
1
）

に
な
う
て
い
る
。

　
法
例
二
〇
条
一
項
の
規
定
は
（
従
前
の
一
九
条
一
項
の
規
定
が

採
用
し
て
い
た
）
養
親
の
本
国
法
と
養
子
の
そ
れ
と
を
配
分
的
に

適
用
す
る
連
結
方
法
を
、
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
放
棄
し
た
。

そ
の
理
由
は
「
一
方
的
要
件
と
双
方
的
要
件
へ
の
振
り
分
け
の
困

難
」
お
よ
び
「
実
質
法
自
体
が
契
約
型
と
決
定
型
に
分
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
生
じ
る
準
拠
法
適
用
の
複
雑
化
」
を
回
避
す
る
こ
と
、

な
ら
び
に
養
子
縁
組
の
成
立
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え

　
＾
2
）

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
段
の
規
定
は
部
分
的
に
で
あ
る
と

は
い
え
、
子
の
本
国
法
を
累
積
的
に
適
用
す
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る

セ
ー
フ
・
ガ
ー
ド
条
項
は
一
見
す
る
と
前
段
の
規
定
の
目
的
と
矛

盾
す
る
目
的
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
後
段
の
規
定
の
事
項
的
な
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
論
者
の
見
解

　
　
　
（
3
）

は
分
か
れ
る
。
そ
の
原
因
は
後
段
の
規
定
の
目
的
の
理
解
に
つ
い

て
意
見
の
一
致
が
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
養
子
縁

組
成
立
の
難
易
は
当
該
規
定
の
事
項
的
な
適
用
範
囲
の
い
か
ん
に

か
・
か
う
て
い
る
。
実
務
は
そ
の
適
用
範
囲
に
入
る
事
項
を
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
（
5
）

広
く
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
養
子
縁
組
の
成
立
を
困
難
に
し
て
で
も
追
求
す
べ

き
目
的
は
何
か
、
そ
の
目
的
か
ら
導
か
れ
る
後
段
の
規
定
の
適
用
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範
囲
は
何
か
。
本
稿
は
ド
イ
ツ
国
際
私
法
を
参
考
と
し
な
が
ら
法

例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の
目
的
を
明
確
化
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
事
項
的
適
用
範
囲
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
は
、
法
例
二
〇
条
一
項
前
段
の
規
定
と
後

段
の
規
定
の
関
係
に
近
似
し
た
条
文
構
造
の
下
で
約
百
年
間
に
わ

た
う
て
、
渉
外
的
養
子
縁
組
を
規
律
し
て
き
て
い
る
。
養
子
縁
組

に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
の
規
定
の
展
開
は
、
法
例
二
〇
条

一
項
後
段
の
規
定
の
趣
旨
・
目
的
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
参

考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
わ
が
国
の
学
説
を
目
的
お
よ
び
適
用
範
囲
（
二
）
に
つ
い

て
概
観
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ
の
議
論
（
三
）
を
紹
介
し
た
い
。

二
　
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の
目
的
お
よ
び
事
項
的
適
用

範
囲
に
つ
き
、
わ
が
国
の
学
説
は
必
ず
し
も
理
解
を
一
に
し
て

（
6
）
（
7
）

い
な
い
。
諸
学
説
は
、
何
を
目
的
で
あ
る
と
し
（
イ
）
、
事
項
的
な

適
用
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
画
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
口
）
。

イ
　
目
的
の
理
解
に
つ
い
て
は
次
の
三
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
①
子
の
保
護
②
養
子
の
側
の
人
的
利
益
保
護
③

関
係
人
の
利
害
調
整
で
あ
る
。

　
①
説
に
よ
る
と
、
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
は
一
般
に
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
）

の
保
謹
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
養
子
縁
組
の

成
立
に
つ
い
て
準
拠
法
が
養
親
の
本
国
法
に
一
本
化
さ
れ
た
結
果

と
し
て
起
こ
り
得
る
、
子
の
保
護
に
と
っ
て
不
都
合
な
事
態
の
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

避
が
そ
の
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
②
説
は
「
養
子
や
そ
の
実
親
な
ど
の
養
子
の
側
が
、
そ
の
本
国

法
の
下
で
当
然
に
期
待
で
き
る
諸
権
利
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
る

結
果
を
避
け
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
、
養
子
の
側
の
人
的
利
益
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

が
そ
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
。

　
③
さ
ら
に
、
成
年
者
養
子
縁
組
の
場
合
に
は
、
「
関
係
者
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

害
調
整
機
能
が
主
た
る
目
的
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
目
的
を
す
べ
て
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
認
め
る
べ
き
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

示
唆
す
る
見
解
も
あ
る
。

回
　
養
子
本
人
な
ら
び
に
実
父
母
お
よ
び
法
定
代
理
人
と
い
っ
た

養
子
側
の
関
係
者
の
承
諾
ま
た
は
同
意
が
後
段
の
規
定
の
事
項
的

な
適
用
範
囲
に
入
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
後
段
の
規
定

す
る
公
的
機
関
の
関
与
は
養
親
子
関
係
の
創
設
・
形
成
の
作
用
に

か
か
わ
る
部
分
に
関
し
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
争
い
は
な
い

　
　
　
（
1
3
）

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
三
点
な
ど
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ

る
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
ω
養
子
の
配
偶
者
が
「
第
三
者
」
に
あ
た

　
　
（
M
）

る
か
否
か
、
㈹
親
族
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
否
か
、
㈹
養
親
側
の
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（
1
5
）

関
係
者
が
「
婁
二
者
」
の
範
囲
に
入
る
か
否
か
、
で
あ
る
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
①
子
の
保
護
を
後
段
の
規
定
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
お

い
て
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
る
の
か
、
さ
ら

に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
子
の
本
国
法
の
「
養
子
若

く
は
第
三
者
の
承
諾
若
く
は
同
意
又
は
公
的
機
関
の
許
可
そ
の
他

の
処
分
」
が
子
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
か
否
か
に
応
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

そ
の
適
用
範
囲
を
決
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
養
親

子
関
係
の
創
設
・
形
成
作
用
に
か
か
わ
る
）
い
わ
ゆ
る
養
子
決
定

に
つ
い
て
は
、
「
我
が
国
の
家
庭
裁
判
所
の
許
可
と
共
通
す
る
実

質
的
成
立
要
件
の
部
分
」
が
「
公
的
機
関
の
処
分
」
に
あ
た
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
②
養
子
の
側
の
人
的
利
益
の
保
護
が
後
段
の
規
定
の
目
的
で
あ

る
と
捉
え
る
見
解
に
よ
る
と
、
こ
の
目
的
か
ら
「
自
明
の
よ
う
に
、

参
照
さ
れ
る
べ
き
は
養
子
の
本
国
法
の
中
で
も
、
養
子
の
側
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

的
な
利
益
保
護
を
目
的
と
す
る
規
定
に
限
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。

例
え
ぱ
、
親
族
会
の
同
意
は
、
そ
の
保
護
目
的
が
（
人
的
な
利
益

保
護
で
は
な
く
）
家
ま
た
は
親
族
共
同
体
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
と
き
は
、
考
慮
の
対
象
外
に
お
か
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
養
子
決
定

に
関
し
て
は
、
「
縁
組
の
必
要
性
・
相
当
性
の
実
質
審
査
の
部
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

が
「
公
的
機
関
の
処
分
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

い
っ
た
公
的
機
関
の
関
与
は
す
べ
て
養
子
の
側
の
人
的
利
益
を
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

護
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
③
関
係
人
の
利
害
調
整
を
後
段
の
規
定
の
目
的
と
す
る
見
解
は

そ
の
適
用
範
囲
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
す

な
わ
ち
、
養
子
の
本
国
法
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
要
件
を
規
定
し

て
い
る
か
と
関
係
な
く
、
「
そ
の
法
文
上
、
本
人
・
第
三
者
等
の

同
意
・
承
諾
と
な
う
て
い
る
」
か
否
か
が
適
用
範
囲
画
定
の
基
準

　
　
　
（
”
）

と
な
る
、
と
。
例
え
ば
、
養
子
の
配
偶
者
も
第
三
者
に
あ
た
る
と

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
保
護
目
的
と
関
係
な
く
、
親
族
会
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

意
も
適
用
範
囲
に
人
る
と
さ
れ
る
。
養
親
の
嫡
出
子
を
「
第
三

者
」
の
範
囲
に
入
れ
る
見
解
は
関
係
者
の
利
害
調
整
が
後
段
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

定
の
主
目
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

「
公
的
機
関
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
」
に
つ
い
て
は
、
関
係
人
の

利
害
調
整
と
関
連
す
る
も
の
だ
け
が
後
段
の
規
定
の
適
用
範
囲
に

入
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
国
家
が
後
見
的
見
地
か
ら
養
子
縁

組
を
認
め
る
こ
と
の
相
当
性
を
判
断
」
す
る
も
の
は
法
例
二
〇
条

一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
は
入
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
例
え
ぱ
、
成
年
者
養
子
縁
組
の
場
合
に
は
、
「
国
家
が
後
見

的
見
地
か
ら
養
子
縁
組
を
認
め
る
こ
と
の
相
当
牲
を
判
断
す
る
必

要
」
が
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
養
子
決
定
は
「
公
的
機
関
の
許
可

181



一橋論叢 第116巻第1号 平成8年（1996年）7月号（182）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

そ
の
他
の
処
分
」
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

三
　
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
論
議
の
詳
細
で
あ
る
が
、

ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
三
条
の
規
定
お
よ
び
（
そ
の
前
身

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
）
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規

定
を
概
観
し
（
1
）
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
の
目
的
お
よ
び
事

項
的
な
適
用
範
囲
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ
て
い
た
議
論
、
現
在
交
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
那
）

さ
れ
て
い
る
議
論
を
紹
介
し
て
お
こ
う
（
2
イ
ロ
、
3
イ
ロ
）
。

と
く
に
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
に
際
し
て
は
、

ド
イ
ツ
養
子
法
の
関
連
規
定
に
立
ち
入
り
た
い
。
次
の
二
点
を
考

慮
す
る
と
、
旧
同
項
の
規
定
は
ド
イ
ツ
民
法
の
養
子
縁
組
に
関
す

る
規
定
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
一
九
七
六
年
の
養
子
実
質
法
の
改
正
に
と
も
な
っ
て
旧

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
に
二
文
の
規
定
が
付
け
加
え
ら

れ
た
点
、
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
人
の
子
が
養
子
と
な
る

場
合
に
は
、
基
本
と
な
る
養
子
縁
組
の
準
拠
法
に
加
え
て
、
ド
イ

ツ
養
子
実
質
法
の
同
意
に
関
す
る
要
件
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
て

き
た
点
で
あ
る
。

1
　
現
行
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
は
一
九
八
六
年
に
改
正
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
そ
の
二
二
条
は
次

の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
養
子
縁
組
は
、
養
親
が
縁
組
の
時
点
で
属
す
る
国
の
法
に
よ

る
。
夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
に
よ
る
養
子
縁
組
は
、
一
四
条
一

項
に
よ
り
婚
姻
の
一
般
的
効
力
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
法
に
よ

る
。
」

　
こ
の
規
定
に
続
く
二
一
二
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
「
血
統
宣
言
、
氏
の
付
与
、
準
正
ま
た
は
養
子
縁
組
へ
の

子
ま
た
は
子
が
家
族
法
的
な
関
係
（
守
ヨ
…
彗
『
8
葦
＝
g

く
雪
憲
言
邑
ω
）
に
あ
る
者
の
同
意
の
必
要
性
（
皇
①
胃
｝
o
a
①
；
争
－

ぎ
岸
昌
α
昌
①
宰
置
三
自
o
q
ρ
①
『
N
豪
饒
昌
昌
冒
o
q
）
は
、
付
加
的

に
、
子
が
属
す
る
国
の
法
に
服
す
る
。
子
の
福
祉
の
た
め
に
必
要

な
場
合
に
は
、
当
該
法
の
代
わ
り
に
、
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ

る
。
」

　
つ
ま
り
、
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
二
二
条
の
規
定
が

基
本
と
な
る
準
拠
法
を
選
定
す
る
。
さ
ら
に
、
子
ま
た
は
子
が
家

族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
二
一
二
条
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
よ
り
、
原
則
と
し
て
子
の
本
国
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
。

　
二
一
二
条
の
規
定
は
改
正
前
の
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二

項
の
規
定
を
双
方
化
し
、
適
用
範
囲
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
と

　
　
　
　
（
蝸
）

い
わ
れ
て
い
る
。
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
は
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
た
。
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「
非
嫡
出
子
の
準
正
な
ら
び
に
養
子
縁
組
は
、
父
が
準
正
の
当

時
ま
た
は
養
親
が
養
子
縁
組
の
当
時
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
と
き

に
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
。

　
父
ま
た
は
養
親
が
外
国
に
属
し
、
子
が
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る

場
合
に
は
、
準
正
ま
た
は
養
子
縁
組
は
、
子
ま
た
は
子
が
家
族
法

的
な
関
係
に
あ
る
第
三
者
に
よ
る
ド
イ
ツ
法
上
必
要
な
同
意
が
な

さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
無
効
と
す
る
。
子
の
縁
組
へ
の
同
意
に

は
、
後
見
裁
判
所
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
」

　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行

法
が
成
立
し
た
一
八
九
六
年
（
そ
の
施
行
は
一
九
〇
〇
年
）
か
ら

一
九
八
六
年
の
改
正
ま
で
、
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い

な
い
。
一
九
七
六
年
の
ド
イ
ツ
養
子
実
質
法
の
改
正
に
と
も
な
っ

て
、
二
二
条
二
項
に
二
文
の
規
定
が
付
け
加
わ
っ
た
の
が
唯
一
の

　
　
　
　
（
2
9
）

変
更
点
で
あ
る
。

2
　
イ
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
（
一
文
）
の
規
定

が
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
法
の
規
定
す
る
同
意
要
件
の
遵
守
を
要
求

し
て
い
た
こ
と
に
争
い
は
な
か
っ
た
。
こ
の
規
定
は
一
般
に
ド
イ

ツ
人
の
子
の
保
護
の
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
同
意
要
件
自
体
は
必
ず
し
も
子
の
保
護
だ
け
を
目
的
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
親
の
同
意

権
は
当
初
の
旧
ド
イ
ツ
民
法
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
絶
対
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
新
し
い
民
法

に
よ
っ
て
も
、
子
の
保
謹
目
的
が
親
の
同
意
要
件
の
遵
守
に
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
）

優
先
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
親
は
（
旧
ド

イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
す
る
）
子
が
家
族
法
的
な

関
係
に
あ
る
者
に
は
該
当
し
な
い
と
す
る
見
解
は
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
具
体
的
に
は
子
だ
け
で
な
く
実
親
の
利
益
を
も
保
護

す
る
こ
と
が
こ
の
規
定
の
目
的
で
あ
う
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く

に
、
次
の
見
解
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
を
双
方

化
す
る
根
拠
と
し
て
、
子
の
保
護
の
理
念
だ
け
で
は
な
く
、
（
実

親
の
知
ら
な
い
法
に
よ
、
っ
て
子
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
べ
き
で
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

と
い
う
）
実
親
の
利
益
を
も
援
用
す
る
見
解
で
あ
る
。

　
さ
て
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
は
一
九
七
六
年
ま

で
、
外
国
人
と
ド
イ
ツ
人
の
子
と
の
養
子
縁
組
に
は
、
明
文
上
は

「
子
ま
た
は
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
第
三
者
に
よ
る
ド
イ

ツ
法
上
必
要
な
同
意
」
の
要
件
だ
け
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

定
の
立
法
当
初
の
目
的
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
規
定
が
双
方
化
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

学
説
は
そ
の
目
的
に
言
及
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
否
定
す
る
見
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解
は
次
の
点
を
理
由
と
し
て
援
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
ド
イ
ツ

民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
は
ド
イ
ツ
人
の
子
の
保
護
の
み

に
関
連
し
、
そ
の
た
め
双
方
化
を
許
さ
な
い
公
序
規
範
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

性
質
を
有
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
双
方
化
を
肯
定
す
る
見
解
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
（
3
6
）

次
の
よ
う
な
根
拠
を
援
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド

イ
ツ
人
の
子
の
本
国
法
の
考
慮
は
そ
の
子
の
保
護
の
た
め
に
不
可

欠
で
あ
り
、
正
義
の
た
め
に
、
こ
の
考
慮
は
外
国
人
の
子
に
も
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

張
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
議
論
は
次
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
養
子
法
が
ド
イ
ツ
人
の

養
子
に
与
え
て
い
た
保
護
を
擁
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
当
時
の
ド
イ
ツ

養
子
法
の
同
意
要
件
が
養
子
に
ど
の
よ
う
な
保
譲
を
与
え
て
い
た

の
か
が
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
目
的
の
理
解
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ド
イ
ツ
の
養
子
法
は
一
九
七
六
年
に
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
そ
れ
以
前
と
（
①
）
と
以
降
（
②
）
に
分
け
て
、
そ
の

同
意
要
件
を
概
観
し
た
い
。

　
①
旧
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
予
定

さ
れ
て
い
た
同
意
お
よ
び
そ
の
要
件
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
挙

げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
子
お
よ
ぴ
養
親
の
配
偶
者
の
同
意

（
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
六
条
）
、
二
一
歳
未
満
の
嫡
出
子
の
両
親
の

同
意
・
非
嫡
山
山
子
の
母
の
同
意
（
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七
条
）
、

縁
組
契
約
締
結
に
向
け
て
の
養
子
本
人
に
よ
る
意
思
表
示
（
旧
ド

イ
ツ
民
法
一
七
五
〇
条
一
項
一
文
）
、
養
子
が
一
四
歳
未
満
で
あ

る
場
合
の
縁
組
契
約
締
結
に
向
け
て
の
法
定
代
理
人
に
よ
る
意
思

表
示
お
よ
び
そ
の
意
志
表
示
に
つ
い
て
の
後
見
裁
判
所
の
許
可

（
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
〇
条
一
項
二
文
）
、
そ
し
て
縁
組
契
約
締

結
に
向
け
て
の
制
限
行
為
能
力
者
た
る
養
子
に
よ
る
意
恩
表
示
へ

の
法
定
代
理
人
の
「
同
意
」
お
よ
び
そ
の
同
意
に
つ
い
て
の
裁
判

所
の
許
可
（
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
一
条
二
項
）
で
あ
る
。

　
一
九
七
六
年
の
ド
イ
ツ
養
子
法
の
改
正
ま
で
、
ド
イ
ツ
民
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

規
定
す
る
養
子
縁
組
は
い
わ
ゆ
る
契
約
型
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
縁

組
契
約
締
結
に
向
け
て
の
養
子
本
人
に
よ
る
意
思
表
示
、
養
子
が

一
四
歳
未
満
で
あ
る
場
合
の
縁
組
契
約
締
結
に
向
け
て
の
法
定
代

理
人
に
よ
る
意
思
表
示
お
よ
ぴ
そ
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
後
見

裁
判
所
の
許
可
、
そ
し
て
縁
組
契
約
締
結
に
向
け
て
の
制
限
行
為

能
力
者
た
る
養
子
に
よ
る
意
思
表
示
へ
の
法
定
代
理
人
の
「
同

意
」
お
よ
び
そ
の
「
同
意
」
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
許
可
と
い
う

要
件
は
一
般
に
子
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

184



（185）法例における’セーフ・ガード”条項について

後
見
裁
判
所
の
許
可
に
際
し
て
は
、
子
の
利
益
が
基
準
と
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甜
）
（
ω
）

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
子
の
保
護
を
目
的

と
し
な
い
同
意
要
件
も
存
在
し
た
。

　
養
子
が
二
一
歳
未
満
の
場
合
に
、
嫡
出
子
の
両
親
ま
た
は
非
嫡

出
子
の
母
が
縁
組
に
同
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

次
の
理
曲
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
養
子
縁

組
は
子
を
他
の
家
族
に
移
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
親
は
子

と
の
人
的
関
係
に
お
い
て
最
も
深
く
影
響
を
受
け
る
と
い
う
理
由

で
あ
る
。

　
旧
ド
イ
ツ
民
法
は
実
親
の
同
意
を
代
替
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当

初
何
ら
規
定
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
学
説
上
、
次

の
よ
う
な
見
解
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
両
親
ま
た
は
母
が
縁
組

に
同
意
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
お
り
、
こ
の
拒
絶
に
は
正
当
な
理

由
が
な
く
、
縁
組
を
成
立
さ
せ
な
い
こ
と
が
子
に
著
し
い
害
を
与

え
る
場
合
で
も
、
後
見
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
者
の
同
意
を
代
替
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
例
外
的

な
場
合
に
で
は
あ
る
が
、
判
例
は
実
親
の
同
意
を
代
替
す
る
こ
と

　
　
　
　
（
蝸
）

を
認
め
て
い
た
。
一
九
六
一
年
に
は
、
後
見
裁
判
所
に
よ
る
実
親

の
同
意
の
代
替
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
（
旧
ド
イ
ツ
民
法

一
七
四
七
条
三
項
）
。
し
か
し
、
「
代
替
」
の
た
め
に
は
、
養
子
縁

組
の
不
成
立
が
子
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
け
で
な
く
、
親

と
し
て
の
不
適
格
性
も
要
件
と
さ
れ
て
い
た
。

②
一
九
七
六
年
の
ド
イ
ツ
養
子
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民

法
に
お
け
る
養
子
縁
組
は
い
わ
ゆ
る
決
定
型
の
そ
れ
に
移
行
し
た
。

こ
の
改
正
法
は
養
子
縁
組
が
子
の
福
祉
に
奉
仕
す
る
こ
と
お
よ
ぴ

未
成
年
の
養
子
に
養
親
の
実
子
と
同
一
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
を

至
上
原
理
と
し
て
い
る
。
養
子
縁
組
に
同
意
す
べ
き
（
家
族
法
的

な
関
係
に
あ
る
）
者
の
範
囲
が
改
正
前
と
実
質
的
に
は
変
わ
っ
て

い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
要
件
は
一
般
に
子
の
保
護
を
目
的
と
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
（
同
法
一
七
四
一
条
一
項
参
照
）
。

　
子
が
行
為
無
能
力
者
で
あ
る
か
、
一
四
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
法
定
代
理
人
だ
け
が
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
定

代
理
人
の
み
の
同
意
は
子
の
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
（
似
）

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
の
未
成
年
者
養
子
縁
組
に
は
、
子
本

人
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
法
定
代
理
人
の

「
同
意
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
後
見
人
ま
た
は
保
佐
人
が
法
定
代

理
人
で
あ
り
、
子
に
代
わ
ウ
て
な
す
同
意
ま
た
は
子
本
人
の
同
意

へ
の
「
同
意
」
を
十
分
な
理
由
な
く
拒
絶
し
て
い
る
場
合
に
は
、

後
見
裁
判
所
は
こ
の
「
同
意
」
を
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
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イ
ツ
民
法
一
七
四
六
条
三
項
）
。

　
し
か
し
、
こ
の
改
正
法
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に

は
子
の
保
護
を
目
的
と
し
な
い
同
意
要
件
が
存
在
す
る
。
す
な
わ

ち
、
（
改
正
前
と
変
更
の
な
い
）
嫡
出
子
の
両
親
お
よ
び
非
嫡
出

子
の
母
の
同
意
要
件
で
あ
る
。
親
の
同
意
要
件
は
「
親
の
配
慮
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

（
①
寿
≡
；
①
ω
o
『
σ
q
①
）
で
は
な
く
、
親
の
一
般
的
な
権
利
に
由
来

　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
見
裁
判
所
は
子
の
弗
立
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

基
づ
い
て
、
一
定
の
場
合
に
、
親
の
同
意
を
代
替
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
同
法
一
七
四
八
条
一
項
、
三
項
）
。
こ
の
意
味
で
、
改
正

前
と
同
様
に
親
の
権
利
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

代
替
す
る
た
め
の
要
件
充
足
性
の
判
断
に
際
し
て
は
、
必
ず
し
も

子
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
親
の
側
の
事
情
も
考
慮
さ
れ
る
。

口
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
の
事
項
的
な
適

用
範
囲
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
。
こ
の
規
定
が
双

方
化
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
争
い
が
あ
っ

た
。
双
方
化
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
外
国
法
の
い
か
な
る
同
意
要

件
が
こ
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
入
る
か
を
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
し
て
い
た
同

意
要
件
（
①
）
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
す
る
同
意
要
件

（
②
）
だ
け
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。

①
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
六
条
の
規
定
す
る
養
親
の
配
偶
者
の
同

意
要
件
は
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
の
適
用
範

　
　
　
　
（
4
8
）

囲
に
入
ら
な
い
。
養
親
の
配
偶
者
は
「
予
が
家
族
法
的
な
関
係
に

あ
る
者
」
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
養
子
の
配
偶

者
の
同
意
（
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
六
条
）
が
旧
ド
イ
ツ
民
法
施

行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
仰
）

い
て
は
、
争
い
が
あ
っ
た
。
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七
条
、
一
七

五
〇
条
お
よ
ぴ
一
七
五
一
条
の
規
定
す
る
要
件
（
縁
組
契
約
締
結

に
向
け
て
の
子
本
人
に
よ
る
意
思
表
示
、
こ
れ
に
代
わ
る
縁
組
契

約
締
結
に
向
け
て
の
法
定
代
理
人
に
よ
る
意
思
表
示
お
よ
び
こ
の

意
思
表
示
に
つ
い
て
の
後
見
裁
判
所
の
許
可
、
そ
し
て
縁
組
契
約

締
結
に
向
け
て
の
制
限
行
為
能
力
者
た
る
養
子
意
思
表
示
へ
の
法

定
代
理
人
の
「
同
意
」
お
よ
ぴ
こ
の
「
同
意
」
に
つ
い
て
の
後
見

裁
判
所
の
許
可
）
が
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定

の
適
用
範
囲
に
入
る
点
で
、
見
解
は
一
致
し
て
い
た
よ
う
に
み
え

る
。

　
な
お
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
四
条
に
よ
れ
ば
、
養
子
縁
組
は
、

当
該
縁
組
契
約
を
区
裁
判
所
が
認
許
す
る
こ
と
に
よ
う
て
、
効
力

を
生
じ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
認
許
要
件
を
旧
ド

イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
入
れ
る
見
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（
5
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

解
は
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

②
一
九
七
六
年
の
ド
イ
ツ
養
子
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民

法
に
お
け
る
養
子
縁
組
は
い
わ
ゆ
る
決
定
型
の
そ
れ
に
移
行
し
た
。

養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
同
意
と
し
て
は
、

次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
本
人
の
同
意
（
ド
イ

ツ
民
法
一
七
四
六
条
一
項
一
文
）
、
法
定
代
理
人
の
（
子
本
人
の

同
意
へ
の
）
「
同
意
」
（
N
冨
甘
昌
ヨ
昌
σ
q
ー
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四

六
条
一
項
三
文
）
、
子
が
行
為
無
能
力
者
で
あ
る
か
、
一
四
歳
未

満
で
あ
る
場
合
の
法
定
代
理
人
の
み
に
よ
る
同
意
（
ド
イ
ツ
民
法

一
七
四
六
条
一
項
二
文
）
、
子
の
両
親
の
同
意
（
ド
イ
ツ
民
法
一

七
四
七
条
一
項
）
、
非
嫡
出
子
の
母
の
同
意
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七

四
七
条
二
項
）
、
養
親
の
配
偶
者
の
同
意
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四

九
条
一
項
）
そ
し
て
養
子
の
配
偶
者
の
同
意
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七

四
九
条
二
項
）
で
あ
る
。
旧
ド
イ
ツ
民
法
と
同
様
に
、
養
親
の
配

偶
者
が
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
一
文
の
「
子
が
家
族

法
的
な
関
係
に
あ
る
者
」
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
争
い

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
養
子
の
配
偶
者
が
「
子
が
家
族
法
的

な
関
係
に
あ
る
者
」
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
引

き
継
が
れ
た
。
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
八
条
は
後
見
裁
判
所
に
よ
る

実
親
の
同
意
の
代
替
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
養
子
縁
組
へ
の
こ

の
よ
う
な
裁
判
所
の
関
与
は
、
実
親
の
同
意
要
件
に
関
す
る
も
の

と
し
て
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
適
用
範
囲
に
入

れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
二
条
の
規
定
す
る
い
わ
ゆ
る
養
子
決
定
を

旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
適
用
範
囲
に
入
れ
る
見
解

は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
養
子
実
質
法
の
改
正
に
と
も
な
い
、
旧
ド
イ

ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
に
二
文
の
規
定
（
「
縁
組
へ
の
子
の

同
意
に
は
、
後
見
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
。
」
）
が
加
え
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
養
子
決
定
が
そ
の
一
文
の
規
定
の
事
項
的
適
用

範
囲
に
入
ら
な
い
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
実
質
法
に
お
い
て
は
子
の
同
意
に
つ
い
て
の
後
見
裁
判

所
の
許
可
は
も
は
や
予
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
養
子
縁
組
の
準

拠
法
が
外
国
法
で
あ
る
場
合
の
実
質
規
範
と
し
て
、
こ
の
許
可
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
（
肋
）

明
示
的
に
要
件
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
子
の
同
意
に
つ
い
て

後
見
裁
判
所
の
許
可
が
不
要
と
さ
れ
た
の
は
、
決
定
型
養
子
縁
組

へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
縁
組
の
成
立
が
子
の
福
祉
に

資
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
養
子
縁
組
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
養
子
決
定
に
際
し
て

は
、
縁
組
が
子
の
福
祉
に
資
す
る
か
否
か
が
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば

187



橋論叢　第116巻　第1号　平成8年（1996年）7月芦　（188〕

な
ら
な
い
の
で
、
子
の
同
意
に
つ
い
て
（
子
の
福
祉
を
基
準
と
す

る
）
許
可
を
重
ね
て
要
件
と
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
と
考
え

ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
渉
外
的
な
養
子
縁
組
の
成
立

に
つ
い
て
は
、
養
子
縁
組
の
準
拠
法
た
る
外
国
法
が
子
の
福
祉
の

観
点
か
ら
の
調
査
を
縁
組
の
要
件
と
し
て
い
な
い
場
合
も
予
想
さ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
子
の
福
祉
の
調
査
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め

に
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
二
文
の
規
定
が
導
入
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

3
　
一
九
八
六
年
の
国
際
私
法
関
連
規
定
の
改
正
に
よ
っ
て
、
ド

イ
ツ
民
法
施
行
法
二
三
条
一
文
の
規
定
は
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法

二
二
条
二
項
一
文
の
規
定
を
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
、
双
方
的

な
抵
触
規
範
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
継
い
だ
と
い
わ
れ

（
5
5
）
（
5
6
）

て
い
る
。
少
な
く
と
も
基
本
的
な
範
囲
に
つ
い
て
、
身
分
変
更
は

子
の
本
国
法
に
も
服
す
べ
き
こ
と
が
、
そ
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
て

　
（
研
）い

る
。
子
の
本
国
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
事
項
的
な
範
囲
は
、

「
養
子
縁
組
へ
の
子
お
よ
び
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
の

同
意
の
必
要
性
」
で
あ
る
。
こ
の
事
項
的
な
適
用
範
囲
は
旧
ド
イ

ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
一
文
の
規
定
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同

　
　
　
（
躯
）

一
で
あ
る
。

イ
　
（
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
（
一
文
）
の
規
定
を

引
き
継
い
だ
）
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
一
二
条
の
規
定
の
目
的
に
は
、

そ
の
旧
規
定
の
目
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
み

え
る
。
旧
規
定
に
お
い
て
は
、
子
お
よ
び
子
が
家
族
法
的
な
関
係

に
あ
る
者
と
は
少
な
く
と
も
子
本
人
お
よ
び
実
親
で
あ
っ
た
。
実

親
の
同
意
が
要
件
と
さ
れ
る
の
は
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
実
親
が

子
と
の
関
係
に
お
い
て
深
く
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
、

こ
の
同
意
権
は
親
の
権
利
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ

民
法
施
行
法
二
三
条
の
規
定
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
旧
規
定
の
目

的
が
い
わ
ぱ
双
方
化
さ
れ
、
お
よ
そ
関
係
人
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

既
存
の
家
族
関
係
の
解
消
（
変
更
）
も
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
は
（
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項

の
規
定
の
成
立
に
際
し
て
否
定
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
）
子

の
本
国
に
お
け
る
当
該
養
子
縁
組
の
承
認
ま
た
は
国
際
的
な
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
崎
o
）
（
肌
）

の
調
和
を
も
考
慮
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ロ
　
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
一
二
条
の
規
定
の
事
項
的
な
適
用
範
囲

に
つ
い
て
は
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
に
つ

い
て
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
い
わ
ば
双
方
化
さ
れ
た
形
で
あ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

ま
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
養
子
の
配
偶
者
が
「
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
」
に
あ

た
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
は
、
な
お
争
い
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
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法
施
行
法
二
三
条
の
規
定
の
「
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
」
と

い
う
茎
言
自
体
は
こ
の
問
題
を
肯
定
す
る
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
問
題
を
肯
定
す
る
見
解
は
次
の
根
拠
を
援
用
す
る
。
す
な
わ

ち
、
多
く
の
法
秩
序
に
お
い
て
有
効
な
養
子
縁
組
は
特
定
の
意
患

表
示
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵠
）

と
、
縁
組
不
承
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
根
拠
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
二
一
二
条
の
規
定
は
、
関
係
人
の
同
意
が
な
い
と
、
既

存
の
家
族
関
係
は
解
消
さ
れ
な
い
と
い
う
保
護
機
能
を
果
た
し
て

い
る
と
い
わ
れ
る
。
養
子
と
そ
の
配
偶
者
と
の
婚
姻
関
係
自
体
は

縁
組
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
。
養
子
の
配
偶
者
は
「
子
が
家

族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
」
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
見
解
は
、
こ

の
よ
う
な
保
護
機
能
を
重
視
す
る
。
養
子
の
配
偶
者
の
利
益
は
、

養
子
縁
組
の
基
本
と
な
る
準
拠
法
に
加
え
て
子
の
本
国
法
を
累
積

的
に
適
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
、
重
要
で
は
な
い
と
い

　
（
“
）

わ
れ
る
。

4
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
お
よ
び
ド
イ
ツ

民
法
施
行
法
二
三
条
の
規
定
の
目
的
お
よ
び
事
項
的
な
適
用
範
囲

を
、
主
に
学
説
を
参
考
に
概
観
し
た
。
ド
イ
ツ
の
学
説
上
、
子
の

本
国
法
へ
の
連
結
は
抵
触
法
的
に
は
子
の
利
益
保
護
に
基
づ
き
、

国
際
的
な
判
断
の
不
調
和
を
避
け
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
の
目
的
（
イ
）

お
よ
ぴ
適
用
範
囲
（
口
）
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
得
る
か
と
患
わ

れ
る
（
別
表
も
参
照
）
。

イ
　
ド
イ
ツ
の
養
子
法
の
規
定
の
変
遷
に
鑑
み
る
と
、
旧
ド
イ
ツ

民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
入
る
要
件
に
は

直
接
的
に
は
子
の
保
護
を
目
的
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
規
定
の
目
的
が
一
般
的
に
は
（
少
な
く
と

も
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
）
子
の
保
護
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
し

　
（
㏄
）

て
も
、
そ
の
他
に
、
実
親
の
権
利
保
護
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
次
の
見
解
が
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
養
子
法
の
改
正
に
と
も
な
い
国

際
私
法
の
議
論
に
お
い
て
）
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項

の
規
定
を
双
方
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
実
方
親
族
の
利
益
保
護
を

　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

援
用
す
る
見
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
項
の
規
定
を
双
方
化

し
て
引
き
継
い
だ
と
い
わ
れ
る
ド
イ
ツ
民
法
施
仔
法
；
二
条
の
規

定
は
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
子
お
よ
び
実
親
の
（
当
事
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
棚
）

利
益
を
考
慮
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
施

行
法
二
三
条
の
規
定
は
そ
の
目
的
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
子
お
よ
び
子
が
家
族
法
的
な
関
係
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一橋論叢　第116巻　第1号 平成8年（1996年）7月号　（190）

（1）1日ドイツ民法における同意要件と旧ドイツ民法施行法22条2項の規定の適用範囲

■日ドイツ民法　　　　　　　　　　　　　　　　　■日ドイツ民法施行法 旧22条
2項

1項
婚姻している者はその配偶者の同意を得てのみ X（養親）

1746条 養子をし，養子となることができる． 争（養子）

（他の者の

同意： その配偶者が意恩を表示することができない

2項 か，居所が継続的に知れない場合には，同意は
X（養親）

配偶者）
不要である．

争（養子）

1747条
嫡出子は，21歳未満の場合には，両親の同意

（他の者の同意：
を得てのみ，非嫡出子は母の同意を得てのみ養

子となることができる．1746条2項が準用さ
O

両親または母）
れる．

前条，前々条の者の同意は養親，養子または認 ○（前条）

1項 許する裁判所に対して表示されなけれぱならな 前々条一

1748条 い．これは撤回し得ない． 同じ

（他の者の
1文 本人が同意しなければならない． 同上

同意：

同意意思表
2項

2文
行為能力を制限されている場合一法定代理人の

同意は不要．
同上

示）

3項
同意は裁判上，または公証人によって認証され

×

なけれぱならない、

1項 1文 縁組契約は代理人を通じては締結し得ない．
X（養親）

○（養子）

1750条
1項 2文

子が14歳未満である場合には、その法定代理

（契約締結） 人が後見裁判所の許可を得て契約を締結する．
○

2項
縁組契約は当事者双方が裁判所または公証人の

×

面前で締結しなけれぱならない．

養親や行為能力を制限されている場合には，契
1751条 1項 約の締結には，法定代理人の同意の他に，後見 X
（後見裁半11

裁判所の許可が必要である．
所の許可：

一般） 2項
前項と同一の二とが，子が行為能力を制限され

ている場合に，あてはまる．
O
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（191）法例における’セーフ・ガード”条項について

（2）　ドイツ民法における同意要件と旧ドイッ民法施行法22条2項および現行23条の

　　規定の適用範囲

ドイッ民法施行法 旧22条
ドイツ民法

2項
23条

1文
縁組には子の同意（Einwilligung）

が必要である．
○ ○

行為無能カ（geschaftsunf自hig）で

2文
あるか，または14歳未満の子一法

定代理人の同意（Einwilligmg）で O ○

1項 足りる．

子本人の同意（Einwmgung）十こ
3文 れへの法定代理人の「同意」 ○ O

1746条 （Zustimmu㎎）

（子の同意）

（4文）
養親と養子の国籍が異なる場合一後

2文
○

見裁判所の許可 （争）

14歳以上かつ行為無能力者でない
1文 場合一子は縁組の成立まで同意の撤 ○ O

2項
回が可能．

2文 撤回は公文書で × ×

3文 法定代理人の同意は不要． ○ ○

3項 後見人または監護人の同意の代替 ○ O

1項 嫡出子の縁組一両親の同意
（Einwi1ligu㎎）が必要． O ○

1文 非嫡出子の縁組一母の同意が必要． O ○

第三者による非嫡出子の縁組は，父

2文
が嫡出宣告（Ehe1icherk1arung）ま

たは縁組の申立をしているときに
X ×

は，不可．

2項

1747条 3文
非嫡出子の父は2文の申立を放棄し

得る．
× ×

（子の親の

同意）
4文

2文の放棄には公文書が必要，撤回

不可能．
× ×

5文 1750条の規定が準用される． × ×
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一橋論叢　第116巻　第1号　平成8年（1996年）7月号　（192）

ドイツ良法施行法 1日22条

ドイツ民法 2項
23条

1文
子の出生後8週間して，初めて同意 O ○
し得る．

3項

2文
同意者が特定の養親を知らない場合 O ○
でも，同意は有効．

4項
意恩表示が不能or居所が知れない

○ ○
場合，同意は不要．

1文
後見裁判所は子の申立に基づいて親

○ ○

1項 の同意を代替することができる、

2文 1文とは別の代替の要件． ○ ○

義務違反が重大でない場合には，親

1748条 が少年保謹所から教示を受け

（親の同意 1文 （be1ehrt　und．．一beraten　worden ○？ O？

要件の免 ist），その後3ヶ月たたないと，代

除）
2項 替不可．

2文 教示が不要である要件 O？ ○？

3文
教示を不要とするための期間要件の

○？ ○？
特貝1」

3項 親の同意の代替要件 ○ ○

1文
夫婦の一方による単独縁組には，配

× ×

偶者の同意が必要．

1項 2文
後見裁判所による養親の申立に基づ

× ×

く代替

1749条

（配偶者の 3文
配偶者および家族の利益があれば，

代替不可1
× ×

同意）

2項
結婚している者の縁組には，その配

争 争
偶者の同意が必要．

配偶者の同意が不要である要件 X（親） ×（親）

3項
争（子） 争（子）

同意（Einwil1igmg）は後見裁判所

に対して表示されなければならない 争（実親） 争（実親）

1文
（．．．ist　dem　　Vormundschafts （養子） （養子）

1項 ge・i・ht9・gen血ber・uerkla・e・）一

192



（193）法例における“セーフ・ガード”条項について

ドイツ民法
ドイッ民法施行法

1日22条2項

23条

2文

同意は後見裁判所に達したときに，有効になる．
争（実親）　（養子） 争（実親）　（養子）

1文

同意は条件および期限に服してはならない．

2項

O（実親）　（養子） O（実親）　（養子）

2文
同意の撤回は不可． O（実親）　（養子） ○（実親）　（養子）

1
7
5
0
条
（
同
意
意
思
表
示
）

1文
同意は本人がしなけれぱならない． O（実親）　（養子） ○（実親）　（養子）

3項 2文
同意者が行為能力を制限されている場合でも，法定代理人の同意は不要． O（実親）　（養子） ○（実親）　（養子）

3文

1746条1項2文，3文の規定には影響なし．

○ O

1文
同意が効力を失う要件

4項

○（実親）　（養子） ○（実親）　（養子）

2文
実親の同意が効力を失う要件．

O ○

　注

　O一適用範囲に入る

　×一適用範囲に入らない

　争一適用範囲に入るか否かに争いがある

　（争）一適用範囲に入るか否かの争いというよりも，当該ドイッ養子法の規定の性質

　　について争いがある

　O？一ドイッ法が子の本国法である場合には，適用範囲に入ると観察されるが，な

　　お検討を要する

あを係定イ施るて法　いの縁的さ双あ（を毒q

親いし族二項ドをるrる目与のれと同、’る冒
は見て法三おイ挙者子。的す者ゆし意っ者す
養解の的条よツげLが　とるがえて要目の
子は地なのび民てと家　し権養具規件的利＜
縁見位関規ド法いし族　て利子体定がで益睾
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一橋論叢 第116巻第1号 平成8年（1996年）7月号　（194）

組
に
よ
っ
て
子
と
の
身
分
関
係
つ
ま
り
親
子
関
係
に
重
大
な
影
響

を
受
け
る
。
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
養
子
以
外
の
者
が
養
子
縁

組
成
立
に
関
与
す
る
権
利
保
護
の
前
提
と
し
て
、
養
子
と
そ
の
者

と
の
関
係
に
養
子
縁
組
が
影
響
を
与
え
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
［
一
　
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
（
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
）

子
の
本
国
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
事
項
的
な
適
用
範
囲
を
、

子
お
よ
び
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
の
同
意
要
件
に
限
定

し
て
い
る
。
養
子
の
配
偶
者
が
「
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る

者
」
に
あ
た
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
は
、
な
お
決
着
が
つ
い
て

い
な
い
。
し
か
し
、
（
日
本
民
法
七
九
八
条
の
規
定
が
予
定
す
る

よ
う
な
）
養
子
縁
組
自
体
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
許
可
や
い
わ
ゆ

る
養
子
決
定
が
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
ま
た

は
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
三
条
の
規
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
に
入

れ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
「
子
が
家
族
法
的
な
関

係
に
あ
る
者
」
に
は
裁
判
所
は
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
も
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
に
し
た
が

っ
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
関
与
を
要
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
（
い
わ
ゆ
る
養
子
決
定
の
よ
う
な
）
養
子
縁

組
成
立
自
体
の
当
否
を
判
断
す
る
公
的
機
関
の
関
与
要
件
が
、
旧

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
に

入
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
ド
イ

ツ
の
養
子
法
の
改
正
に
と
も
な
っ
て
、
旧
民
法
施
行
法
二
二
条
二

項
に
二
文
の
規
定
が
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
れ
を
よ
り
明

白
な
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
文
の
規
定
す
る
後
見

裁
判
所
の
許
可
は
（
裁
判
所
の
介
入
は
当
該
養
子
縁
組
が
子
の
福

祉
に
相
応
す
る
か
否
か
を
調
査
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）

縁
組
へ
の
子
の
同
意
を
対
象
と
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法

二
一
二
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
子
の
本
国
法
が
予
定
す
る
公
的

機
関
の
関
与
を
ド
イ
ツ
の
後
見
裁
判
所
が
代
行
す
る
こ
と
は
認
め

　
　
　
　
　
（
7
0
）

ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
関
与
は
あ
く
ま
で
も
子
ま
た
は

子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
の
同
意
要
件
を
充
足
す
る
た
め

に
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
自
体
は
直
接
的
な
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い

と
み
ら
れ
る
。

四
　
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の
目
的
は
何
か
（
イ
）
、
こ

の
目
的
か
ら
い
か
な
る
事
項
的
適
用
範
囲
を
導
く
べ
き
か
（
口
）
、

そ
し
て
養
子
縁
組
成
立
の
容
易
化
と
困
難
化
を
い
か
に
調
和
さ
せ

る
べ
き
か
（
ハ
）
。
こ
の
三
点
に
若
干
言
及
し
た
い
。

イ
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
わ
が
国
の
学
説
上
、
次
の
三
つ
の
目

的
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
子
の
保
護
、
養
子
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（195）　法例における’セーフ・ガード’条項について

の
側
の
人
的
利
益
保
護
、
そ
し
て
関
係
人
の
利
書
調
整
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
目
的
に
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
応
じ
て
、
法
例
二
〇

条
一
項
後
段
の
規
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
は
異
な
る
よ
う
に
み
え

る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
目
的
か
ら
は
、
こ
の
規
定
の
事
項
的
適

用
範
囲
を
必
ず
し
も
直
接
に
は
導
き
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
参
考
に
す
る
と
、
後
段
の
規
定
は
次

の
目
的
を
追
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
子
の

本
国
法
が
子
お
よ
び
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
に
与
え
て

い
る
同
意
権
・
承
諾
権
と
い
う
当
該
縁
組
に
関
与
す
る
権
利
を
保

護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
立
し
た
養
親
子
関
係
の
安
定
を
図
る

と
い
う
目
的
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
渉
外
的
養
子
縁
組
の
成
立
の
局
面
に
お
い
て
問
題

と
な
る
状
況
は
日
本
と
ド
イ
ツ
と
で
は
異
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
、
ド
イ
ツ
人
ま
た
は
常
居
所
を
ド
イ
ツ
に
有
す
る
者
が
外
国
、

と
く
に
い
わ
ゆ
る
第
三
世
界
の
国
出
身
の
子
を
養
子
と
す
る
型
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刊
）

養
子
縁
組
が
問
題
と
な
っ
て
久
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
現
れ
て
い
な
い
。

公
表
さ
れ
た
審
判
例
か
ら
は
、
配
偶
者
の
い
わ
ゆ
る
連
れ
子
と
い

っ
た
親
族
が
養
子
と
な
る
事
案
が
多
い
と
い
う
傾
向
を
見
い
だ
し

　
　
　
　
　
（
η
）

得
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
相
違
か
ら
み
る
と
、
後
段
の
規

定
の
解
釈
に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
直
接
の
参
考
と
す
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
両
国
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
な
必
要
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
無
視
し
得
ま
い
。
す
な
わ
ち
、

養
子
縁
組
に
よ
っ
て
子
と
の
身
分
関
係
に
影
響
を
受
け
る
従
来
の

家
族
お
よ
び
子
本
人
の
利
益
を
と
も
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
必
要
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
養
子
縁
組
の
成
立

お
よ
び
そ
こ
加
ら
派
生
す
る
権
利
・
義
務
に
つ
い
て
重
大
な
利
害

を
有
し
、
養
子
縁
組
の
基
本
と
な
る
準
拠
法
に
よ
れ
ば
、
養
子
縁

組
の
成
立
に
つ
い
て
自
己
が
期
待
し
得
べ
き
権
利
が
十
分
に
保
障

さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
う
い
っ
た
権
利
を

考
慮
し
な
い
と
す
る
と
、
権
利
を
害
さ
れ
た
者
が
養
子
縁
組
の
成

立
を
後
日
争
う
と
い
う
事
態
も
発
生
し
得
る
。
と
く
に
未
成
年
者

養
子
縁
組
に
お
い
て
は
、
そ
の
成
立
の
容
易
化
が
追
求
す
る
子
の

保
護
の
理
念
は
、
事
後
的
な
紛
争
の
発
生
に
よ
っ
て
画
餅
と
な
づ

て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

　
口
　
養
子
本
人
お
よ
ぴ
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
子
と
の
基
本
的

な
身
分
関
係
に
影
響
を
受
け
る
者
、
と
く
に
実
親
が
「
養
子
若
ク

ハ
第
三
者
」
に
あ
た
る
こ
と
に
疑
問
は
あ
る
ま
い
。

　
養
子
と
の
間
に
縁
組
の
時
点
ま
で
身
分
関
係
の
な
か
っ
た
者
、

例
え
ぱ
養
親
の
配
偶
者
や
嫡
出
子
を
「
第
三
者
」
の
範
囲
に
入
れ
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る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
関
係
人
の
利

害
調
整
を
後
段
の
規
定
の
目
的
と
し
て
重
視
す
る
と
、
「
第
三
者
」

を
養
子
の
側
と
養
親
の
側
で
区
別
す
べ
き
で
な
い
と
の
結
論
に
達

し
得
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ぱ
養
子
縁
組
の
成
立
に
よ
っ
て
相
続
な

ど
に
つ
き
、
養
親
の
親
族
も
こ
れ
に
重
大
な
利
書
を
有
す
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
処
理
が
妥
当
で
あ
る
と
は
考
え

難
い
。
こ
れ
ら
の
者
は
養
子
の
本
国
法
の
適
用
に
予
見
可
能
性
を

有
し
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
養
子
の
本
国
法
が
累
積

的
に
適
用
さ
れ
る
要
件
は
「
子
お
よ
び
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に

あ
る
者
」
の
同
意
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
比
較
国
際
私
法
的

に
も
、
養
親
の
親
族
と
い
う
た
、
縁
組
ま
で
養
子
と
の
間
に
親
族

関
係
の
な
か
っ
た
者
を
こ
こ
で
い
う
「
第
三
者
」
の
範
囲
に
い
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

る
よ
う
な
処
理
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
養
子
の
側
の
親
族
を
す
ぺ
て
「
第
三
者
」
の
範
囲

に
入
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
少

な
く
と
も
親
族
会
お
よ
び
配
偶
者
の
同
意
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
あ

り
得
る
。

　
養
子
の
配
偶
者
の
同
意
要
件
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

も
、
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
養
子
縁
組
成
立
の
容

易
化
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
後
段
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
で
き
る

だ
け
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
、
養
子
縁
組
は
養
子
と
の
法

的
関
係
に
お
い
て
養
子
の
配
偶
者
に
直
接
に
は
影
響
を
与
え
る
わ

け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
養
子
縁
組
成
立
の
容
易
化
の
要
請
は
、

成
年
者
養
子
縁
組
の
場
合
や
配
偶
者
を
有
す
る
者
が
養
子
と
な
る

場
合
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
相

続
・
扶
養
・
氏
等
に
関
す
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
養
子
の
配
偶
者

は
養
子
縁
組
の
成
立
に
重
大
な
利
害
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

養
子
の
配
偶
者
を
「
第
三
者
」
の
範
囲
に
入
れ
る
べ
き
と
考
え
ら

れ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
親
族
会
の
同
意
の
要
否
お
よ
ぴ
こ
れ
に
関
す
る
要
件

は
一
律
に
後
段
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
人
る
と
考
え
た
い
。
た
し

か
に
、
養
子
縁
組
成
立
の
容
易
化
と
い
う
要
請
か
ら
は
、
反
対
の

結
論
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
比
較
法
的
に
み
る
と
、

親
族
会
の
同
意
は
次
の
二
つ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
観
察
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
実
親
が
生
存
し
な
い
か
、
不
明
で
あ
る
子

と
の
縁
組
に
際
し
て
）
実
親
の
同
意
に
代
替
す
る
機
能
お
よ
び
特

定
の
者
の
縁
組
へ
の
同
意
を
補
充
す
る
機
能
で
あ
る
。
後
者
の
機

能
は
、
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
そ

の
個
人
の
同
意
に
関
す
る
要
件
と
し
て
考
慮
さ
れ
得
る
。
前
者
の

機
能
は
実
親
の
同
意
の
そ
れ
と
同
視
し
得
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
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（197）法例における’セーフ・ガード”条項について

れ
ゆ
え
、
親
族
会
は
実
親
と
同
様
に
「
第
三
者
」
の
範
囲
に
入
る

べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

　
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の
「
公
的
機
関
ノ
許
可
其
他
処

分
」
は
養
子
ま
た
は
第
三
者
の
承
諾
・
同
意
要
件
に
か
か
わ
る
も

の
に
限
定
さ
れ
る
。
養
子
縁
組
成
立
自
体
の
当
否
を
判
断
す
る
公

的
機
関
の
関
与
は
こ
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
は
入
れ
る
べ
き
で
は

（
7
5
）

な
い
。
「
養
子
若
ク
ハ
第
一
二
者
」
が
当
該
養
子
縁
組
に
関
与
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

権
利
を
保
護
す
る
こ
と
と
直
接
に
は
関
連
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ハ
　
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
三
条
の
立
法
に
際
し
て

は
、
養
子
縁
組
の
成
立
が
必
要
も
な
く
困
難
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

そ
の
事
項
的
な
範
囲
が
画
定
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
国
際
養

子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
二
つ
の
要
請
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
容
易
化
の
要
請
と
慎
重
な
処
理
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
次
の

点
に
調
和
を
み
い
だ
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
養

親
お
よ
び
養
子
双
方
の
本
国
法
が
規
定
す
る
（
当
該
養
子
縁
組
の

成
立
に
よ
っ
て
養
子
と
の
従
来
の
身
分
関
係
に
影
響
を
受
け
る
）

第
三
者
お
よ
び
子
本
人
の
同
意
要
件
を
充
足
し
な
い
限
り
養
子
縁

組
を
成
立
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
立
し
た
養
親
子
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

安
定
を
図
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
す
る
と
、
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の

適
用
範
囲
は
次
の
よ
う
に
画
定
さ
れ
る
。

①
「
第
三
者
」
は
縁
組
の
成
立
ま
で
養
子
と
の
間
に
親
族
関
係
に

あ
っ
た
者
に
限
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
養
子
の
実
親
、
配
偶
者
、

そ
し
て
親
族
会
で
あ
る
。
養
親
の
配
偶
者
、
嫡
出
子
と
い
っ
た
、

養
親
の
親
族
は
「
第
三
者
」
に
あ
た
ら
な
い
。

②
「
公
的
機
関
ノ
許
可
其
他
ノ
処
分
」
は
「
養
子
若
ク
ハ
第
三
者

ノ
承
諾
若
ク
ハ
同
意
」
に
か
か
わ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
養
子

縁
組
の
成
立
自
体
の
当
否
を
判
断
す
る
公
的
機
関
の
関
与
は
「
許

可
其
他
ノ
処
分
」
に
あ
た
ら
な
い
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
養
子
決

定
や
日
本
民
法
七
九
八
条
の
規
定
の
家
庭
裁
判
所
の
許
可
は
こ
の

規
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
に
入
ら
な
い
。

（
1
）
妹
場
準
一
「
養
子
縁
組
・
離
縁
の
準
拠
法
及
び
国
際
的
管
轄
」

　
（
岡
垣
・
野
田
［
編
］
「
講
座
・
実
務
家
事
審
判
法
5
」
（
一
九
九
〇
）

　
二
四
七
頁
以
下
）
二
四
七
頁
。

（
2
）
　
参
照
、
櫻
田
嘉
章
「
国
際
私
法
」
（
一
九
九
四
）
二
七
五
頁
。

（
3
）
　
養
親
の
本
国
法
を
養
子
縁
組
成
立
の
基
本
に
な
る
準
拠
法
と
し
、

養
子
縁
組
成
立
の
全
般
に
わ
た
る
問
題
を
こ
の
法
に
送
致
す
る
こ
と

　
に
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
疑
問
は
あ
る
ま
い
。
立
法
論
的
に
疑
問
視

　
し
て
い
る
か
に
み
え
る
見
解
も
あ
る
（
石
黒
一
憲
・
判
例
タ
イ
ム
ズ

　
七
四
七
号
（
一
九
九
一
）
四
六
四
頁
）
。

（
4
）
例
え
ぱ
、
山
形
家
長
丼
出
平
成
五
年
六
月
八
日
審
判
（
家
庭
裁
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判
月
報
四
六
巻
八
号
二
一
四
頁
以
下
）
は
、
（
子
の
本
国
法
た
る
フ

　
ィ
リ
ビ
ン
法
の
予
定
す
る
）
最
低
六
ヶ
月
の
試
験
監
護
期
問
を
経
た

　
後
の
養
子
決
定
を
「
養
子
と
な
る
事
件
本
人
の
保
護
要
件
」
と
し
て
、

　
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
適
用
範
囲
に
入
れ
、
「
事
件
本
人
の
年
齢
、

　
餐
親
と
な
る
申
立
人
の
家
庭
や
近
隣
と
の
適
合
性
を
考
え
、
相
当
期

　
間
経
過
を
観
察
」
し
て
い
る
。
こ
の
審
判
は
養
子
決
定
を
「
公
的
機

　
関
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
」
に
あ
た
る
と
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
の

　
試
験
監
護
の
要
件
を
充
足
す
る
た
め
に
、
相
当
期
間
の
経
過
を
観
察

　
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
処
理
は
、

養
親
お
よ
び
養
子
の
本
国
法
を
累
積
的
に
適
用
す
る
範
囲
を
あ
ま
り

　
に
も
拡
大
す
る
結
果
を
発
生
さ
せ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

般
に
、
い
わ
ゆ
る
養
子
決
定
は
養
子
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
公
的
機
関

　
の
処
分
で
あ
り
、
当
該
法
秩
序
の
予
定
す
る
す
ぺ
て
の
実
質
的
要
件

　
の
充
足
性
の
審
査
が
そ
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

　
で
あ
る
。

（
5
）
　
戸
籍
実
務
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る

　
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
子
の
本
国
法
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
法
）
の

規
定
す
る
養
親
の
（
一
〇
歳
以
上
の
）
嫡
出
子
の
書
面
に
よ
る
同
意

　
と
い
う
要
件
を
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
入
れ

　
る
と
い
う
処
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
養
親
と
な
る
日
本
人
男
の
一

〇
歳
以
上
の
嫡
出
子
の
同
意
書
の
添
付
が
な
い
縁
組
届
け
は
受
理
さ

　
れ
な
か
っ
た
（
民
事
月
報
五
〇
巻
八
号
六
〇
頁
以
下
）
。
従
前
の
法

例
一
九
条
一
項
の
規
定
に
従
っ
た
配
分
的
適
用
の
下
で
は
、
養
親
の

親
族
の
同
意
は
養
子
の
本
国
法
の
適
用
範
囲
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
か

　
っ
た
よ
う
に
み
え
る
（
も
っ
と
も
、
養
子
の
実
母
の
同
意
に
つ
い
て
、

　
養
親
の
本
国
法
の
適
用
を
認
め
る
審
判
も
あ
っ
た
（
東
京
家
昭
和
六

　
二
年
六
月
一
日
審
判
［
家
庭
裁
判
月
報
四
〇
巻
一
〇
号
四
三
頁
］
）
。

　
な
お
、
こ
の
審
判
に
つ
い
て
は
、
横
山
潤
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
八
号

　
（
一
九
九
〇
）
二
二
八
頁
参
照
）
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
戸
籍
実
務
の

　
処
理
は
、
少
な
く
と
も
同
意
要
件
の
点
で
は
、
現
行
法
例
二
〇
条
一

　
項
の
規
定
の
予
定
す
る
養
子
縁
組
成
立
の
容
易
化
の
要
請
に
矛
盾
す

　
る
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
6
）
　
表
現
上
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
実
質
的

　
な
相
違
点
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
見
解
に
対
し
て
排

　
他
的
な
も
の
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
な
お
判
然
と
し
な
い
点
が
残

　
っ
て
い
る
。
便
宜
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
目
的
に
関
す
る
表
現
上

　
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
対
立
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
論

　
を
進
め
る
。

（
7
）
　
さ
ら
に
、
各
国
の
養
子
実
質
法
の
規
律
の
態
様
は
多
種
多
様
で

　
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
規
定
の
解
釈
・
運

　
用
に
際
し
て
、
今
後
も
様
々
な
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

　
る
。

（
8
）
　
澤
木
敬
郎
「
国
際
私
法
入
門
［
第
三
版
］
」
（
一
九
九
〇
）
二
二

　
六
頁
、
木
棚
・
松
岡
一
渡
辺
［
著
］
「
国
際
私
法
概
論
［
新
版
］
」

　
（
一
九
九
一
）
二
〇
〇
頁
（
木
棚
照
一
）
、
山
田
鐘
一
「
国
際
私
法
」

　
（
一
九
九
二
）
四
二
八
頁
、
木
棚
［
編
］
「
演
習
ノ
ー
ト
・
国
際
私
法

　
［
改
訂
版
］
」
二
西
頁
（
矢
澤
目
舛
冶
）
、
山
田
・
早
田
［
編
］
「
演
習

　
国
際
私
法
［
新
版
］
」
二
一
九
頁
以
下
（
多
喜
寛
）
、
溜
池
良
夫
「
国

際
私
法
講
義
」
（
一
九
九
三
）
四
七
六
頁
、
櫻
田
嘉
章
「
国
際
私
法
」

　
（
一
九
九
四
）
二
七
六
頁
。
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（
9
）
　
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
い
う
子
の
保
護
と
は
具
体
的
に
何
を
意
昧

　
す
る
の
か
、
と
い
う
点
を
な
お
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
養
子
縁

組
の
濫
用
を
防
止
」
す
る
こ
と
を
子
の
保
護
の
一
内
容
と
す
る
か
に

　
み
え
る
見
解
が
あ
る
（
木
棚
・
松
岡
［
編
］
「
基
本
法
コ
ン
メ
タ
ー

　
ル
　
国
際
私
法
」
（
一
九
九
四
）
一
二
一
頁
（
矢
澤
鼻
冶
）
）
。

（
1
0
）
　
妖
場
・
前
掲
二
四
八
頁
。

（
1
1
）
　
南
敏
文
「
改
正
法
例
の
解
説
」
（
一
九
九
二
）
一
五
〇
頁
。

（
1
2
）
　
利
害
調
整
目
的
を
未
成
年
者
養
子
縁
組
に
つ
い
て
も
認
め
る
見

　
解
が
あ
る
（
北
澤
安
紀
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
七
号
（
一
九
九
四
）

　
二
五
七
頁
）
。

（
1
3
）
　
参
照
、
南
・
前
掲
一
四
九
頁
。

（
1
4
）
　
平
成
七
年
七
月
七
日
付
け
民
ニ
ニ
ニ
ニ
九
二
民
事
局
第
二
課
長

　
回
答
（
民
事
月
報
五
〇
巻
八
号
六
〇
頁
以
下
）
は
養
親
の
嫡
出
子
を

　
第
三
者
に
あ
た
る
と
す
る
。

（
1
5
）
　
妹
場
・
前
掲
二
五
五
頁
、
南
・
前
掲
一
四
九
頁
。
わ
が
国
の
家

　
庭
裁
判
所
の
許
可
、
中
華
民
国
民
法
一
〇
七
九
条
四
項
、
五
項
の
規

　
定
す
る
法
院
の
許
可
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
一
条
の
規
定
す
る
後

　
見
裁
判
所
の
許
可
が
「
公
的
機
関
の
許
珂
そ
の
他
の
処
分
」
に
あ
た

　
る
も
の
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
参
照
、
南
・
前
掲
一
四
八
頁
以
下
。

（
1
7
）
　
南
・
前
掲
一
四
九
頁
。
い
わ
ゆ
る
「
分
解
理
論
」
が
前
提
に
な

　
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
海
老
沢
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五

　
九
号
（
一
九
九
五
）
一
四
六
頁
も
参
照
。

（
1
8
）
　
炊
場
・
前
掲
二
五
四
頁
。

（
1
9
）
　
し
か
し
、
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
四
条
の
規
定
す
る
裁
判
所
の

認
許
は
効
力
発
生
要
件
な
の
で
、
公
的
機
関
の
許
可
等
の
処
分
に
あ

　
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
林
場
・
前
掲
二
五
五
頁
）
。

（
2
0
）
　
煉
場
・
前
掲
二
五
五
頁
以
下
。

（
2
1
）
例
え
ぱ
、
中
華
民
国
の
法
院
の
許
可
要
件
と
し
て
、
養
子
の
利

益
だ
け
で
な
く
、
（
成
年
者
養
子
縁
組
の
場
合
の
）
養
子
の
実
父
母

　
の
利
益
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
（
同
国
民
法
一
〇
七
九
条
五
項
二
号
、

　
三
号
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
法
院
の
許
可
は
「
公
的
機
関
の

　
許
可
」
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
2
）
　
参
照
、
南
・
前
掲
一
五
〇
頁
。

（
2
3
）
南
・
前
掲
一
五
〇
頁
。

（
2
4
）
　
参
照
、
前
掲
民
事
局
第
二
課
長
回
答
の
解
説
。
こ
の
回
答
で
問

　
題
と
な
っ
た
の
は
未
成
年
者
養
子
縁
組
で
あ
る
。
（
養
親
の
側
、
養

　
子
の
側
を
問
わ
ず
）
「
…
－
法
文
に
則
し
て
画
一
的
に
処
理
す
る
と

　
い
う
取
扱
い
に
よ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
南
・
前
掲
一
五
一
頁
。
未
成
年
者
養
子
縁
組
に
お
い
て
も
利
害

　
関
係
調
整
目
的
を
重
視
す
る
と
、
（
養
子
縁
組
成
立
自
体
の
当
否
を

　
判
断
す
る
）
公
的
機
関
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
は
法
例
二
〇
条
一
項

　
後
段
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
入
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

　
（
北
澤
・
前
掲
二
五
七
頁
以
下
）
。

（
2
6
）
　
本
稿
の
目
的
ゆ
え
に
、
そ
の
他
の
問
題
に
関
す
る
議
論
に
は
立

　
ち
入
ら
な
い
。
関
連
す
る
議
論
に
つ
い
て
の
み
、
注
に
お
い
て
言
及

　
す
る
に
止
め
た
い
。

（
2
7
）
　
「
付
加
的
に
（
N
冨
彗
N
＝
争
）
」
と
い
う
語
が
基
本
と
な
る
準
拠

　
法
へ
の
子
の
本
国
法
の
累
積
（
宍
＝
8
三
與
巨
昌
）
を
示
し
て
い
る
、

　
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
N
．
団
、
ω
↓
－
U
；
鼻
9
；
＼
蜆
冒
一
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ω
．
s
一
穴
8
o
ゴ
o
二
彗
L
コ
冨
『
目
o
巨
o
目
巴
霧
勺
ユ
く
竺
『
8
＝
一
M
I
＞
目
p

　
（
お
寒
）
一
ω
1
窒
o
o
－
）
。

（
2
8
）
　
N
因
』
↓
・
U
；
鼻
ω
1
；
＼
9
牟
ω
．
S
一
ω
一
彗
2
長
實
±
彗
ユ
o
戸

　
＞
『
↓
－
墨
目
向
向
o
ω
o
困
（
5
o
．
o
o
）
一
勾
創
冒
」
1

（
2
9
）
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
一
項
の
規
定
が
双
方
化
さ
れ
る

　
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
一
九
二
九
年
以
来
、
例
外
の
な
い
原
則
で
あ

　
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
ζ
o
コ
o
す
六
〇
昌
昌
一
ら
ヨ
斤
す
彗
票
一
＞
p

　
曽
向
o
｝
Ω
団
（
岩
o
。
－
）
一
宛
旨
［
ω
）
。
し
か
し
、
二
二
条
二
項
（
一
文
）

　
の
規
定
が
双
方
化
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
主
要
な
判
例
は
双

　
方
化
を
否
定
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
宰
昌
彗
と
彗
君
o
己
ゴ

　
＞
『
F
l
曽
向
Ω
吋
o
－
（
；
o
o
－
）
内
o
弓
．
ω
）
。

（
3
0
）
　
実
親
の
居
所
が
知
れ
な
い
・
か
、
実
親
が
意
思
表
示
す
る
こ
と
が

　
で
き
な
い
場
合
だ
け
が
例
外
で
あ
っ
た
（
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七

　
条
二
文
）
。

（
3
1
）
　
く
o
q
－
　
Ω
①
『
目
す
三
〕
⑭
H
一
　
穴
7
o
①
ω
ξ
o
す
－
　
一
』
目
｝
　
向
－
冨
『
コ
冬
－
＝
9

　
句
o
ヨ
刃
N
－
彗
ω
一
ω
－
M
竈
’

（
3
2
）
　
例
え
ぱ
、
各
国
実
質
法
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
当
時
、

実
親
の
同
意
を
緩
や
か
な
要
件
の
下
で
裁
判
所
に
よ
ウ
て
補
充
す
る

　
だ
け
で
な
く
、
元
の
家
族
と
の
法
的
関
係
を
完
全
に
解
消
せ
し
め
る

傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
う
い
っ
た
傾
向
は
、
抵

触
法
的
に
は
、
同
意
の
聞
題
を
元
々
の
家
族
の
属
人
法
に
服
さ
し
め

　
る
こ
と
に
ブ
ラ
ス
の
材
料
を
提
供
す
る
。
も
っ
と
も
、
子
の
側
の
同

意
に
つ
い
て
は
子
の
本
国
法
の
適
用
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
わ

　
れ
て
い
た
（
』
唖
｝
昌
〇
一
Ω
『
目
コ
α
マ
o
胴
o
目
9
目
o
『
ヵ
㊦
h
o
『
ヨ
ρ
o
腕

ぎ
8
『
冨
ご
o
冨
一
彗
＞
ま
具
一
〇
冨
『
8
巨
一
ω
募
N
ε
お
一
ω
．
N
竃
）
。

（
3
3
）
　
＝
彗
～
一
品
責
o
鼻
ぎ
7
冒
o
o
q
争
9
ヨ
雪
ζ
算
o
ユ
與
＝
彗
“
＝
『

　
宍
o
o
；
吋
印
巨
o
目
　
o
g
　
o
耐
巨
g
す
o
コ
　
ー
g
雪
目
o
巨
o
目
竺
o
コ
　
勺
ユ
く
掌
1

　
『
g
；
閉
冨
o
。
〒
－
o
o
竃
（
－
彗
ω
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
は
、

　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
な
に
ゆ
え

　
こ
れ
ら
の
者
の
同
意
要
件
だ
け
が
累
積
的
適
用
の
対
象
と
さ
れ
た
の

　
か
、
そ
の
理
由
は
判
然
と
し
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
ゲ
ー
ブ
ハ
ル
ト

　
第
一
草
案
お
よ
ぴ
第
二
草
案
、
第
一
委
員
会
の
草
案
に
お
い
て
は
、

　
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
養
親
の
本
国
法
と
養
子
の
本
国
法

　
の
い
わ
ゆ
る
配
分
的
適
用
に
相
応
す
る
よ
う
な
規
律
が
予
定
さ
れ
て

　
い
た
。
こ
れ
ら
の
草
案
が
第
二
委
員
会
の
草
案
の
よ
う
な
規
定
に
変

　
更
さ
れ
た
事
憎
に
つ
い
て
、
資
料
が
存
在
す
る
の
・
か
否
か
自
体
も
判

　
然
と
し
な
い
。

（
3
4
）
　
N
‘
軍
　
ミ
o
膏
一
　
U
鶉
　
　
，
后
；
9
一
〇
コ
巴
①
　
勺
二
§
気
8
；

　
U
彗
房
〇
三
彗
象
　
申
　
＞
巨
p
　
（
竃
㎝
｛
）
一
　
ω
．
　
s
二
　
宰
ヨ
彗
．

　
く
胆
『
o
目
o
『
o
戸
凹
－
P
O
．
一
カ
α
目
『
．
ω
．

（
3
5
）
　
こ
の
他
に
、
子
の
自
己
の
本
国
法
適
用
に
つ
い
て
の
当
事
者
利

益
の
顧
慮
と
い
う
根
拠
を
援
用
す
る
見
解
も
あ
っ
た
（
ω
o
害
o
q
①
一
－

　
穴
晶
具
＝
’
＞
；
．
（
－
竃
ω
）
一
＞
『
R
1
竃
向
o
困
Ω
貝
勾
匝
目
「
o
。
）
。

（
3
6
）
　
婚
姻
締
結
と
当
事
者
の
関
係
が
似
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
う

　
え
で
、
比
較
国
際
私
法
的
に
も
、
多
く
の
国
が
養
子
縁
組
の
成
立
に

　
つ
い
て
子
の
本
国
法
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
見
解
も

　
あ
つ
た
（
刃
o
軸
o
①
一
－
葦
雪
目
算
δ
目
巴
①
眈
勺
『
～
g
『
g
巨
ω
一
＞
巨
饒
－

　
（
5
g
）
一
ω
、
M
嵩
）
。
こ
の
見
解
は
、
こ
の
規
定
を
双
方
化
す
る
根
拠

　
と
し
て
、
養
親
の
本
国
だ
け
で
な
く
、
養
子
の
本
国
に
お
け
る
承
認

　
に
言
及
し
て
い
る
。

200



（201）法例における’セーフ・ガード”条項について

（
3
7
）
空
幕
『
一
雲
彗
o
奏
警
窒
『
＝
等
…
o
日
昌
o
ぎ
o
呂
昌
ぎ

　
α
ε
誌
g
雪
一
算
雪
冨
饒
o
冒
〇
一
彗
勺
ユ
畜
旨
8
巨
ρ
N
①
津
㎝
o
～
葦
富
『

　
5
冨
昌
印
9
g
竺
鶉
勺
ユ
葦
一
－
目
ま
α
萬
彗
…
争
轟
カ
8
巨
×
－
＜
－

　
－
與
目
O
（
お
是
）
一
ω
1
禽
↓
．

（
3
8
）
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
一
文
の
予
定
す
る
「
子
の

　
同
意
」
は
ド
イ
ツ
民
法
の
意
味
で
の
同
意
だ
け
で
な
く
、
縁
組
契
約

　
締
結
に
向
け
ら
れ
た
意
思
表
示
（
承
諾
）
を
も
含
む
と
考
え
ら
れ
て

　
い
た
よ
う
で
あ
る
（
2
里
』
g
目
o
q
實
－
宛
竃
o
ρ
凹
－
p
ρ
一
＞
自
こ
。

（
3
9
）
窪
巨
長
雫
向
屋
9
妻
…
一
P
P
O
－
一
葦
－
；
o
窒
貝

　
団
①
目
．
N
l

（
4
0
）
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
一
条
二
項
に
お
い
て
は
、
子
が
制
限
行

　
為
能
力
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
縁
組
契
約
の
締
結
に
は
、
そ
の
法
定

　
代
理
人
の
「
同
意
」
の
他
、
後
見
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
旨
、

　
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
後
見
裁
判
所
の
許
可
の
墓
準
は
判

　
然
と
し
て
い
な
い
。

（
4
1
）
豪
言
ニ
ニ
彗
向
9
…
ま
き
窃
雲
§
一
募
彗
O
①
蜆
等
■

　
ぎ
g
窃
昌
『
註
ω
U
昌
后
o
ま
カ
9
0
7
霊
巨
～
．
（
冨
ま
）
一
ω
．

　
○
窪
－

（
4
2
）
　
望
彗
2
長
睾
穿
o
q
9
昌
彗
目
一
N
l
＞
；
．
（
轟
8
）
一
＞
昇
ミ
ミ

　
因
o
貝
｝
o
昌
－
9

（
4
3
）
　
N
－
甲
カ
P
雰
8
；
く
．
睾
一
」
畠
o
』
宛
ε
箪
ω
．
曽
お
－

（
4
4
）
　
く
o
q
－
－
　
｝
9
旨
斥
o
＼
－
自
o
他
ユ
旨
一
　
句
｝
昌
…
雪
一
冨
o
ゴ
一
　
N
9
＞
冒
饒
．

　
（
冨
竃
）
一
ω
．
ω
濯
1

（
4
5
）
　
筆
①
；
o
ぎ
ω
o
『
o
q
o
に
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
中
川
高
男
「
新

版
親
族
．
相
続
法
講
義
」
（
一
九
九
五
）
二
五
六
頁
の
用
語
法
に
し

　
た
が
っ
て
、
「
親
の
配
慮
」
と
い
う
訳
を
あ
て
た
い
。

（
4
6
）
　
巾
o
篶
N
斥
o
＼
－
旨
旦
①
ユ
訂
一
〇
l
P
O
－
一
ω
．
ω
蜆
蜆
．

（
4
7
）
　
親
が
子
に
対
す
る
義
務
を
継
続
的
に
著
し
く
僻
怠
し
て
い
る
場

　
合
、
親
の
行
動
か
ら
、
こ
の
者
が
子
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

　
・
か
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
縁
組
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
子
に
と
っ
て

　
著
し
く
不
利
益
に
な
る
で
あ
ろ
う
場
合
で
あ
る
。
親
の
義
務
違
反
が

　
継
続
的
で
は
な
い
が
、
と
く
に
重
大
で
あ
り
、
か
つ
子
が
こ
の
親
の

　
監
護
を
継
続
的
に
受
け
得
る
公
算
が
な
い
場
合
に
も
、
同
意
は
補
充

　
さ
れ
得
る
。
さ
ら
に
、
と
く
に
璽
い
身
体
的
、
精
神
的
ま
た
は
心
理

　
的
な
病
気
ゆ
え
に
、
親
が
子
の
餐
育
・
監
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

　
縁
組
が
な
さ
れ
な
い
と
、
子
が
家
族
に
お
い
て
生
育
す
る
こ
と
が
で

　
き
ず
、
こ
の
こ
と
に
よ
う
て
子
の
発
達
が
著
し
く
危
険
に
さ
ら
さ
れ

　
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
も
、
親
の
同
意
は
補
充
さ
れ
得
る
。

（
4
8
）
望
彗
2
長
亭
霊
著
P
9
＞
；
．
（
嚢
－
）
一
ヨ
目
巨
～
昌
写

　
o
q
窃
g
N
＞
『
け
s
＞
－
＝
（
ω
1
蜆
｛
σ
）
1

（
4
9
）
　
こ
の
閤
題
を
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、
例
え
ぱ
ω
一
彗
2
晶
亭

　
霊
君
p
く
o
ユ
o
司
o
老
一
冒
－
；
σ
）
ω
』
o
。
牡
が
、
否
定
す
る
見
解
と

　
し
て
、
例
え
ば
、
霊
一
彗
α
7
－
彗
后
｝
g
戸
↓
。
＞
＝
p
（
冨
お
）
一

　
向
o
｝
o
団
員
＞
目
昌
、
M
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
5
0
）
　
も
ヴ
と
も
、
立
法
論
と
し
て
、
縁
組
当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
ド

　
イ
ツ
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
常
に
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
認
許
が
必
要

　
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
（
宛
竃
罵
二
旦
雪
畠
武
昌
印
一
鶉

勺
ユ
竃
葦
8
巨
甲
＞
昌
、
（
－
8
o
）
一
9
畠
o
h
）
。
解
釈
論
と
し
て
も
、

外
国
人
の
養
親
と
ド
イ
ツ
人
の
養
子
の
間
の
縁
組
に
は
ド
イ
ツ
裁
判

所
の
認
許
の
必
要
性
が
否
定
さ
れ
る
の
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
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（
刃
富
君
一
串
軸
．
ρ
一
ω
－
曽
〇
一
註
『
ω
．
二
目
冨
；
g
δ
彗
一
鶉
胃
一
く
津
．

冨
昌
；
．
＞
昌
一
（
お
2
）
一
ω
．
ト
8
）
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
が
認
許

　
を
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
入
れ

　
る
趣
旨
で
あ
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
5
1
）
　
宰
冒
嘗
－
竃
害
o
⊆
昌
9
も
』
．
○
．
一
刃
ρ
弓
」
o
・

（
5
2
）
　
こ
の
二
文
の
規
定
は
一
九
八
六
年
の
国
際
私
法
関
連
規
定
の
改

　
正
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
六
条
四
文
の
規
定
に
移
さ
れ
た
。

（
5
3
）
　
ω
o
o
『
困
9
－
丙
o
o
q
9
一
凹
．
與
－
O
＝
勾
μ
目
■
⑩
．

（
5
4
）
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
一
項
の
規
定
が
指
定
す
る
法

　
が
、
縁
組
が
子
の
福
祉
と
調
和
す
る
か
否
か
の
調
査
を
予
定
し
て

　
い
る
場
合
に
は
、
特
別
な
許
可
は
必
要
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
た

　
（
ζ
饒
昌
＝
宍
o
昌
昌
－
彗
ヨ
穴
麦
邑
一
団
－
甲
p
カ
o
目
［
－
o
o
o
）
。
　
　
　
　
－

（
5
5
）
　
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
三
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
立
法
論
的

　
な
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
子
の
利
益
は
そ
の
本
国
法
の
同
意

　
要
件
の
累
積
的
適
用
だ
け
で
は
、
十
分
に
保
護
さ
れ
な
い
の
で
は
な

　
い
か
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
〆
；
o
ゴ
o
＝
雪
一
胆
■
P
O
。
ω
．
ω
竃
）
。

　
養
子
縁
組
の
成
立
は
現
行
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
の
当
該
規
定
に
お
け

　
る
ほ
ど
容
易
に
な
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
く
、
子
の
本
国
法
の
す
べ
て

　
の
縁
組
要
件
の
遵
守
を
要
求
し
て
も
よ
か
づ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

　
も
い
わ
れ
て
い
る
（
く
o
q
－
一
穴
①
的
色
一
－
箏
8
『
目
o
巨
o
目
巴
①
ω
｝
ユ
く
｝
け
．

　
冨
争
；
。
＞
昌
一
（
お
畠
）
一
ω
．
一
賢
）
。
し
か
し
、
別
の
意
味
で
次
の

　
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
成

　
立
す
る
国
際
養
子
縁
組
の
養
親
は
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　
ド
イ
ツ
法
は
養
子
お
よ
び
実
親
の
利
益
を
十
分
に
考
慮
し
て
お
り
、

　
養
子
縁
組
の
準
拠
法
た
る
ド
イ
ツ
法
に
加
え
て
、
子
の
本
国
法
を
適

　
用
す
る
意
味
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
（
＝
g
篶
ユ
①
貝
－
算
宰
．

自
き
昌
巴
o
＞
旨
昌
冒
昌
o
〆
3
ま
ω
ミ
o
巨
（
冨
旨
）
一
ω
．
；
o
）
。

（
5
6
）
　
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
縁
組
当
時
の
養
親
の
本
国
法

　
ま
た
は
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
が
予
定
す
る
要
件
に
加
え
て
、
子
ま

　
た
は
子
が
家
族
法
的
な
関
係
に
あ
る
者
の
養
子
縁
組
へ
の
同
意
の
必

　
要
性
に
つ
い
て
子
の
本
国
法
の
予
定
す
る
要
件
が
充
足
さ
れ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

（
5
7
）
　
｝
↓
6
；
o
雰
昌
＼
9
戸
ω
．
S
．

（
5
8
）
　
こ
の
よ
う
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
の
は
、
子
の
利
益
を
保
護
す

　
る
た
め
に
は
、
養
子
縁
組
へ
の
同
意
に
つ
い
て
子
の
本
国
法
を
累
積

　
的
に
適
用
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ

　
よ
り
も
広
い
累
積
は
、
身
分
変
更
を
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
困
難
に

　
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
団
↓
■
U
＝
』
鼻
血
昌
＼
g
戸
ω
。

　
s
）
。

（
5
9
）
　
撃
昌
2
畠
①
H
土
彗
ユ
争
二
〇
1
＼
芦
＞
昌
．
（
－
畠
。
。
）
＞
き
曽

　
目
勺
向
o
団
o
員
カ
巨
コ
『
－
墨
’

（
6
0
）
雰
昌
一
〇
戸
巨
茸
冨
ま
畠
一
窃
冒
冒
旨
①
冒
9
；
（
－
轟
o
）
・
o
。
・

　
曽
二
～
尉
o
；
晶
〉
昌
＝
o
寓
昌
彗
目
L
巨
實
畠
饒
o
冨
一
鶉
弔
『
～
牡
．

　
『
8
罧
｛
．
＞
目
p
（
轟
旨
）
一
ω
一
ω
曽
［
一
巾
印
目
冒
軸
目
戸
く
害
艘
～
①
自

　
一
昌
α
彗
ミ
昌
ρ
σ
胃
鶉
刃
8
巨
σ
9
＞
｛
o
o
武
o
自
彗
ヨ
＝
≧
」
m
－
由
目
註
．

　
σ
實
彗
；
晶
（
お
竃
）
一
ω
．
畠
一
く
昌
団
串
一
巨
后
H
冨
巨
o
畠
一
Φ
眈

　
勺
ユ
く
g
冨
o
す
↓
－
－
（
冨
畠
）
一
カ
」
自
『
．
ω
M
ω
．

（
6
1
）
　
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
規
定
を
双
方
化
す
る
根

　
拠
と
し
て
、
子
の
本
国
に
お
け
る
当
該
縁
組
の
承
認
を
考
慮
す
る
見

　
解
が
あ
っ
た
（
宛
墨
寝
二
葦
雪
冨
＝
o
冨
一
①
ω
勺
ユ
竃
冒
雪
葦
印
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＞
昌
－
（
5
9
）
ら
』
亀
）
。

（
6
2
）
　
も
っ
と
も
こ
の
規
定
の
解
釈
・
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ

　
の
判
例
・
学
説
上
、
子
の
本
国
法
か
ら
の
ド
イ
ツ
法
へ
の
反
致
ま
た

　
は
第
三
国
の
法
へ
の
転
致
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
争
い

　
が
あ
る
。
こ
の
点
を
肯
定
す
る
見
解
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
定
が
子

　
の
利
益
だ
け
で
な
く
、
子
の
本
国
に
お
け
る
当
該
養
子
縁
組
の
承
認

　
ま
た
は
国
際
的
な
判
断
の
調
和
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

　
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
規
定
が
ド
イ
ツ
実
質
法
の
み
を
援

　
用
し
て
い
た
旧
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
二
項
の
適
用
範
囲
を
拡

　
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
文
が
実
質
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
ま

　
た
は
こ
の
規
定
の
保
護
目
的
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
点
を
否
定
す
る

　
見
解
も
あ
る
（
宍
昌
昌
o
＝
貸
p
p
p
ρ
ω
竃
一
霊
一
彗
g
一

　
＝
①
巨
ユ
o
戸
澤
＞
＝
p
（
冨
竃
）
向
o
団
o
巾
＞
耳
轟
＞
目
昌
－
ド
）
。
こ

　
の
見
解
に
よ
れ
ぱ
、
子
の
本
国
の
国
際
私
法
と
の
調
和
は
追
求
さ
れ

　
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る
。

（
6
3
）
　
｝
與
巨
昌
匡
目
P
甲
P
O
’
ω
ー
ム
9

（
6
4
）
　
望
彗
2
目
o
q
雪
±
竃
ユ
o
戸
與
．
申
ρ
一
宛
則
冒
「
轟
．

（
6
5
）
　
ド
申
宍
H
o
o
巨
o
＝
o
■
讐
団
．
O
．
一
ω
．
ω
①
o
〇
一
勺
竺
団
目
α
一
－
葭
①
巨
二
〇
す
一

　
P
P
O
．
一
＞
目
昌
．
ご
句
庁
ω
o
＝
－
目
o
q
＼
く
o
目
江
o
串
∋
凹
目
P
P
中
O
l
一
ω
1

　
竃
－
．

（
6
6
）
　
例
え
ぱ
、
養
親
だ
け
で
な
く
、
養
子
を
も
連
結
の
基
準
と
な
る

　
人
と
し
て
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
で
で
あ
る
（
畠
一
■
之
o
皇
彗
9

　
冒
o
o
コ
』
目
o
g
o
q
ユ
串
o
o
窃
｝
目
p
o
；
凹
饒
o
自
竺
旨
勺
ユ
く
凹
耳
o
o
冥
N
．

　
＞
；
．
（
；
ぎ
）
一
ω
」
彗
L
ミ
）
。

（
6
7
）
　
－
ミ
昌
P
9
…
窯
『
儂
彗
　
9
昌
H
　
カ
o
申
o
H
昌
　
ま
閉
　
一
鼻
亭

　
目
與
ユ
o
自
巴
雪
＞
庄
o
o
＝
o
畠
『
o
争
戸
望
＞
N
屋
轟
一
ω
－
M
寄
．

（
6
8
）
　
｝
↓
－
U
；
o
雰
；
＼
9
戸
ω
．
ヨ
．

（
6
9
）
少
な
く
と
も
両
者
の
規
定
の
目
的
が
未
成
年
養
子
縁
組
と
成
年

　
者
養
子
縁
組
と
で
は
異
な
る
と
す
る
見
解
は
み
あ
た
ら
な
い
。
も
う

　
と
も
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
の
養
子
縁
組
の
規
律
は
成
年
者
養
子
縁

　
組
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
巨
忌
H
ぎ
し
巨
亭

　
冨
饒
昌
巴
匪
勺
ユ
毒
↑
冨
争
一
M
．
＞
畠
’
（
；
竃
）
一
カ
ま
「
ω
o
o
↓
）
。
立

　
法
論
的
に
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
一
二
条
の
規
定
の
運
結
政
策
お
よ
ぴ

　
事
項
的
適
用
範
囲
を
問
題
視
す
る
見
解
は
存
在
す
る
（
』
ミ
昌
p

　
睾
ミ
彗
茅
彗
o
邑
8
ご
昌
E
コ
o
－
具
o
；
註
o
冨
一
鶉
勺
ユ
竃
一
冨
o
巨
一

　
Z
－
奉
－
竃
P
ω
．
曽
S
R
）

（
m
）
　
ω
｛
国
＝
o
巨
①
膏
而
『
－
＝
o
自
ユ
o
戸
o
．
申
O
＝
内
o
目
■
M
蜆
．

（
7
1
）
　
N
．
申
竃
農
…
ω
＼
ζ
旨
N
♀
＞
ま
o
ぎ
コ
く
昌
ら
ま
o
；
昌
閉

　
一
］
一
〕
胃
窒
9
卑
＞
N
冨
ミ
一
ω
1
①
σ
R

（
7
2
）
　
司
法
統
計
（
平
成
三
年
）
か
ら
も
同
様
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て

　
い
る
（
海
老
沢
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
九
号
一
四
五
頁
）
。

（
7
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
7
4
）
　
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
に
養
子
の
本
国
に
お
け
る

　
承
認
を
重
視
す
る
見
解
に
し
た
が
う
と
す
れ
ぱ
、
養
子
の
配
偶
者
の

　
同
意
を
累
積
的
に
適
用
す
る
範
囲
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
何
故
養
子
の
本
国
に
お
け
る
承
認
が
重
視
さ
れ
る

　
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
見
解
は
少
な
く
と
も
文
言

　
上
養
子
の
本
国
法
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
点
を
説

　
明
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

（
7
5
）
　
こ
の
よ
う
に
法
例
二
〇
条
一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
限
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定
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
得
る
。
例
え
ぱ
、
日
本
人
が

　
そ
の
配
偶
者
の
未
成
年
子
を
養
子
と
す
る
場
合
に
、
当
該
養
子
縁
組

　
が
子
の
福
祉
に
相
応
す
る
か
否
か
を
公
的
機
関
が
審
査
す
る
機
会
が

　
な
く
な
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
は
、
（
日

本
の
家
庭
裁
判
所
の
許
可
（
民
法
七
九
五
条
）
を
渉
外
的
な
養
子
縁

組
に
常
に
要
求
す
る
と
い
っ
た
）
渉
外
実
質
法
的
な
処
理
で
対
応
す

　
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
7
6
）
　
仮
に
子
の
保
護
目
的
説
が
「
養
子
縁
組
の
濫
用
を
防
止
す
る
」

　
こ
と
、
あ
る
い
は
抵
触
法
に
お
け
る
子
の
利
益
保
護
を
直
接
の
目
的

　
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
養
子
の
本
国
法
の
適
用
範
囲
が
む
し
ろ
拡

　
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
国
の
養
子
実
質
法

　
の
規
定
す
る
（
養
子
縁
組
の
成
立
自
体
の
当
否
を
判
断
す
る
）
公
的

　
機
関
の
関
与
は
一
般
に
養
子
縁
組
の
濫
用
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的

　
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
参
照
・
山
田
・
前
掲
四
三
〇
頁
以
下
）
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
関
与
の
要
件
を
も
養
親
お
よ
ぴ
養

　
子
双
方
の
本
国
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
範
囲
に
入
れ
る
こ
と
に

　
は
、
実
務
上
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
抵
触
法
上
の
子
の
利
益
保
護
を
ド
イ
ツ
民
法
施
行

法
二
三
条
の
規
定
の
目
的
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ

　
の
よ
う
な
見
解
は
、
子
の
本
国
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
範
囲
が

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
立
法
論
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け

　
て
い
る
。

（
7
7
）
　
と
く
に
実
親
の
同
意
要
件
は
重
視
さ
れ
る
ぺ
き
よ
う
に
思
わ
れ

　
る
。
一
定
の
要
件
の
下
で
そ
の
同
意
を
代
替
す
る
こ
と
を
認
め
る
国

　
が
あ
る
（
例
え
ぱ
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ

　
ギ
リ
ス
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
一
方
で
、
親
が
同

　
意
を
不
当
に
拒
絶
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
同
意
を
代
替
す
る
こ

　
と
を
認
め
な
い
国
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
（
例
え
ぱ
、
ノ
ル
ウ
ェ

　
ー
、
－
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
）
。
養
子
の
本
国

　
法
が
規
定
す
る
実
親
の
同
意
要
件
が
充
足
さ
れ
得
な
い
た
め
子
の
福

　
祉
に
反
す
る
結
果
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
浅
例
二
〇
条
一
項
後
段
の

　
規
定
目
体
に
よ
ウ
て
で
は
な
く
、
公
序
則
に
よ
っ
て
対
処
す
べ
き
で

　
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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